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【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー
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【電話番号】 03-6889-7000

【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債

【発行登録書の内容】  

提出日 2022年4月22日

効力発生日 2022年5月1日

有効期限 2024年4月30日

発行登録番号 4 - 外1

発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額　3,000億円

発行可能額 2,971億9,920万円

【効力停止期間】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申

込みが確定するときまでの間に提出されているため、発

行登録の効力は停止しない。

【提出理由】 「UBS銀行2024年8月16日満期 他社株転換条項付 円建社

債（期限前償還条項付・ノックイン条項付）対象株式：

パナソニック ホールディングス株式会社 普通株式」の

売出しに関して2022年7月29日付で提出した訂正発行登録

書の記載事項のうち、対象株式発行会社により新たに四

半期報告書が提出されたので、保証会社以外の会社の情

報につき訂正するため、本訂正発行登録書を提出するも

のである。

 (訂正内容については、本文を参照のこと。)

【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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【訂正内容】

 

訂正箇所には下線を付しています。

 

第三部【保証会社等の情報】

 

＜UBS銀行2024年8月16日満期 他社株転換条項付 円建社債（期限前償還条項付・ノックイン条項付）対象株

式：パナソニック ホールディングス株式会社 普通株式に関する情報＞

 

第2【保証会社以外の会社の情報】

1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

(訂正前)

＜前略＞

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

(2022年6月24日現在)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 2,453,866,297

東京証券取引所

プライム市場

名古屋証券取引所

プレミア市場

一単元の株式数は100株であ

ります。

 

(訂正後)

＜前略＞

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

(2022年8月5日現在)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 2,454,056,597

東京証券取引所

プライム市場

名古屋証券取引所

プレミア市場

一単元の株式数は100株であ

ります。

 

2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

(訂正前)

(1)　当該会社が提出した書類

＜中略＞

(ロ) 四半期報告書又は半期報告書

該当事項なし

＜後略＞

 

(訂正後)

(1)　当該会社が提出した書類

＜中略＞

(ロ) 四半期報告書又は半期報告書

四半期会計期間　第116期第1四半期 (自 2022年4月1日　至2022年6月30日)

2022年8月5日関東財務局長に提出
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＜後略＞
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